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富山県告示第204号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和５年４月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県民会館 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月31日まで 
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富山県告示第205号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和５年４月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県民小劇場 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月31日まで 

 

 

富山県告示第206号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和５年４月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県水墨美術館 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月31日まで 
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富山県告示第207号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  令和５年４月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 公の施設の名称 

  富山県立山博物館 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県文化振興財団 富山市新総曲輪４番18号 

３ 指定の期間 

  令和５年４月１日から令和８年３月31日まで 
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公      告 
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開発行為の工事完了 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第29条第１項の規定により許可した開発行 

為に関する工事が完了したので、同法第36条第３項の規定により公告する。 

  令和５年４月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

開発区域又は工区に 
 

含まれる地域の名称 

公 共 施 設 開 発 許 可 を 受 け た 者 

位置･区域 種 類 住    所 氏   名 

砺波市庄川町青島2403番
１外８筆及び2410番の一
部 

  砺波市栄町７番３号 砺波市 

中新川郡上市町森尻633
番、634番、639番   石川県白山市松本町

2512番地 
株式会社クス
リのアオキ 
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安全運転管理者等講習事業委託に係る一般競争入札の実施 

 安全運転管理者等講習事業委託について、次のとおり一般競争入札を行うので、 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の６第１項の規定により公告す 

る。 

  令和５年４月12日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 委託業務の名称 

   安全運転管理者等講習事業委託 

 ⑵ 委託業務の仕様等 

   入札説明書による。 

 ⑶  委託期間 

   契約締結日から令和６年３月31日まで 

 ⑷  委託業務の実施場所  

   富山県内 

２ 入札に参加する者に必要な資格  

  次に掲げる要件を全て満たすこと。 

 ⑴ 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

 ⑵ 富山県における物品等の調達契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格 

  の審査を受けた者であって、開札日の前日までに富山県会計規則（昭和62年富 

    山県規則第17号）第86条第３項の規定による競争入札参加資格者名簿に登載さ 

  れている者であること。 

 ⑶ 道路交通法（昭和35年法律第 105号）第 108条の２第３項及び道路交通法施 

  行規則（昭和35年総理府令第60号）第38条の３の規定により、富山県公安委員 

  会に認定された者であること。 

３ 入札に参加する資格の確認 

 ⑴  入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認資料（以下「資料」とい 

  う。）を提出し、入札に参加する資格の確認を受けなければならない。資料を 

  提出しない者又は入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加で 

  きない。 
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  ⑵ 資料は次のとおりとする。 

   富山県知事からの物品等競争入札参加資格者決定通知書の写し 

 ⑶ 資料の提出期間 

    令和５年４月14日から同年４月27日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

  の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時15分までとする。ただし、 

  競争入札参加資格審査を現に申請している者にあっては、前記⑵の資料は、入 

  札書提出時とする。 

 ⑷ 資料の提出場所 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

          富山県警察本部交通部交通企画課庶務係 

          電話076-441-2211 

 ⑸ 資料の提出方法 

   直接持参すること。 

 ⑹ 入札参加資格の確認の結果 

   入札参加資格の確認の結果は、令和５年５月１日までに申請者に通知する。 

   なお、提出した資料等に関し、契約を担当する職員から説明を求められたと 

  きは、これに応じなければならない。 

  ⑺  入札参加資格がないと通知された者に対する理由の説明 

   前記⑹により入札参加資格がないと通知された者は、その理由について説明 

  を求めることができる。この場合、説明を求める旨を記載した書面を前記⑷の 

  提出場所へ令和５年５月10日までに提出しなければならない。 

    回答は令和５年５月16日までに文書で行う。 

４ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ 

  先（この公告に関する事務を担当する室課の名称） 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部交通部交通企画課庶務係 

         電話076-441-2211 

 ⑵  入札説明書の交付方法 

   令和５年４月13日から同年４月21日までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 
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  の午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時15分まで、前記⑴の場所に 

  おいて交付する。 

 ⑶ 入札書の提出期限 

   令和５年５月19日 午前10時55分 

 ⑷  入札書の提出方法 

   直接持参すること。 

５ 開札の日時及び場所 

 ⑴ 開札の日時 

   令和５年５月19日 午前11時 

 ⑵ 開札の場所 

   〒930-8570 富山市新総曲輪１番７号 

         富山県警察本部２階202会議室 

６ 入札保証金に関する事項 

  免除とする。 

７ 入札の無効に関する事項 

  次に掲げる入札は、無効とする。 

 ⑴ この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札 

 ⑵  この公告に示した競争入札に参加する者に求められる義務を履行しなかった 

  者のした入札 

 ⑶ 入札説明書に示した無効の入札の条項に該当する入札 

８ 入札の方法 

 ⑴ 入札書に記載する金額は、受託に要する一切の費用を見積もるものとする。 

 ⑵ 落札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額 

  を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金 

  額）とするので、入札に参加する者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 

  者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の 

   100に相当する金額を入札書に記載すること。 

９ 落札者の決定の方法 

 ⑴ 有効な入札書を提出し、かつ、前記３の資料等の審査の結果、この公告及び 

  入札説明書に示した業務を遂行できると認めた者であって、予定価格の制限の 
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  範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、当該入 

  札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ 開札の結果、落札となるべき入札をした者がないときは、直ちに、再度の入 

  札をすることがある。 

10 その他 

 ⑴ 契約の締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 ⑵ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

 

 

あっせん員候補者の氏名及び閲歴 

 労働関係調整法（昭和21年法律第25号）第10条の規定に基づき、次の者を富山県 

労働委員会あっせん員候補者に委嘱しているので、労働関係調整法施行令（昭和21 

年勅令第 478号）第４条及び労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会規則第１号） 

第68条第１項の規定により公告する。 

  令和５年４月12日 

                   富山県労働委員会 

                      会 長 島  谷  武  志  

 富山県労働委員会あっせん員候補者 
 

氏   名 閲                歴 

島 谷 武 志 

 

下 川 雅 一 

 

竹 地   潔 

 

橋 爪 健一郎 

 

彼 谷   環 

 

弁護士 

富山県労働委員会会長 

公益財団法人富山県ひとづくり財団専務理事 

富山県労働委員会会長代理 

富山大学経済学部教授 

富山県労働委員会委員 

弁護士 

富山県労働委員会委員 

富山国際大学子ども育成学部教授 

富山県労働委員会委員 
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浜 守 秀 樹 

 

田 中   実 

 

前 野 寛 子 

 

大 西 吉 史 

 

宮 崎 敏 裕 

 

日本労働組合総連合会富山県連合会会長 

富山県労働委員会委員 

自治労富山県本部書記長 

富山県労働委員会委員 

日本労働組合総連合会富山県連合会常任執行委員 

富山県労働委員会委員 

北陸電力労働組合本部書記長 

富山県労働委員会委員 

不二越労働組合中央執行委員長 

富山県労働委員会委員 

矢 坂 信 幸 

 

藤 井 文 祥 

 

岡 本 宗 親 

 

本 江 康 浩 

 

岩 田 茂 子 

 

清 原 明 宏 

岩 城 美 弥 

一般社団法人富山県経営者協会顧問 

富山県労働委員会委員 

北陸電力株式会社執行役員人事労務部長 

富山県労働委員会委員 

協和紙工業株式会社顧問 

富山県労働委員会委員 

株式会社高志インテック代表取締役社長 

富山県労働委員会委員 

大日工機株式会社代表取締役社長 

富山県労働委員会委員 

富山県労働委員会事務局長 

富山県労働委員会事務局次長 

 

 

警備員指導教育責任者講習の実施について 

 警備業法（昭和47年法律第 117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に 

規定する警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）を次のとおり実施す 

るので、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 
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（昭和58年国家公安委員会規則第２号。以下「講習規則」という。）第２条の規定 

により公示する。 

  令和５年４月12日 

                     富山県公安委員会委員長 林 和夫  

１ 講習に係る警備業務の区分及び実施期日 

 ⑴ 法第２条第１項第１号に規定する警備業務（以下「１号業務」という。）  
 

講  習 実  施  期  日 

新規取得講習 
令和５年６月15日（木）から23日（金）まで（日曜日及び 

土曜日を除く。）の７日間 

追加取得講習 令和５年６月20日（火）から23日（金）までの４日間 

 ⑵ 法第２条第１項第２号に規定する警備業務（以下「２号業務」という。） 
 

講  習 実  施  期  日 

新規取得講習 令和５年６月26日（月）から６月30日（金）までの５日間 

追加取得講習 令和５年６月29日（木）、６月30日（金）の２日間 

 ⑶ 法第２条第１項第３号に規定する警備業務（以下「３号業務」という。） 
 

講  習 実  施  期  日 

新規取得講習 令和５年６月26日（月）から６月30日（金）までの５日間 

追加取得講習 令和５年６月29日（木）、６月30日（金）の２日間 

 ⑷ 法第２条第１項第４号に規定する警備業務（以下「４号業務」という。）  
 

講  習 実  施  期  日 

新規取得講習 令和５年６月26日（月）から６月30日（金）までの５日間 

追加取得講習 令和５年６月29日（木）、６月30日（金）の２日間 

２ 実施時間 

 ⑴ １号業務 

   午前９時から午後４時50分まで（追加取得講習は、初日のみ午後１時から午 

  後４時50分まで）の間 

 ⑵ ２号業務、３号業務及び４号業務 

   午前８時30分から午後４時50分まで（４号業務の新規取得講習及び追加取得 
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  講習については６月30日（金）のみ午前８時30分から午後０時20分まで）の間 

３ 実施場所 

  富山県富山市問屋町１丁目３－18 

  協同組合富山問屋センター富山流通会館 

４ 講習定員 

  １号業務20人、２号業務、３号業務及び４号業務各10人 

５ 受講対象者 

  警備業務の区分に応じ、受講申込みを行う日において、次のいずれかに該当す 

 る者とする。 

 ⑴ 新規取得講習 

  ア １号業務、２号業務及び３号業務 

    最近５年間に、受講しようとする警備業務（以下「当該警備業務」とい 

    う。）の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して３年以上である者 

    警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。 

    以下「検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（以下「１級検 

    定」という。当該警備業務の区分に係るものに限る。）に係る法第23条第 

    ４項の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を受けている者 

    検定規則第４条に規定する２級の検定（以下「２級検定」という。当該 

    警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書の交付を受けてい 

    る警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して１年以上 

    当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者 

    検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則 

    （昭和61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第 

    １条第２項に規定する１級の検定（以下「旧１級検定」という。当該警備 

    業務の区分に係るものに限る。）に合格した者 

    旧検定規則第１条第２項に規定する２級の検定（以下「旧２級検定」と 

    いう。当該警備業務の区分に係るものに限る。）に合格した警備員であっ 

    て、当該検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る 

    警備業務に従事している者 

  イ ４号業務 
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    最近５年間に、当該警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算 

   して３年以上である者 

 ⑵ 追加取得講習 

  ア １号業務、２号業務及び３号業務 

    当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法第22条第２項に規定する警備 

   員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に規定する警備員指導教育責 

   任者講習修了証明書（以下「講習修了証明書」という。）の交付を受けてい 

   る者で、前記⑴アの から のいずれかに該当する者 

  イ ４号業務 

    当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法第22条第２項に規定する警備 

   員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に規定する講習修了証明書の 

   交付を受けている者で、前記⑴イに該当する者 

６ 事前受付の要領 

  受講申込みに先立って、事前受付を必ず行うこと。 

  なお、事前受付は電話受付のみとし、先着順により確定する。 

 ⑴ 受付期間 
 

講 習 事 前 受 付 期 間 

１号業務 

２号業務 

３号業務 

４号業務 

令和５年５月８日（月）から５月19日（金）まで（日曜日及び 

土曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分までの間 

 ⑵ 受付先 

   富山県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係 

   （電話076-441-2211・内線3045） 

 ⑶ 受講者の決定 

  ア 受講希望者数が講習定員に満たない場合は、その全員を受講者とする。 

  イ 受講希望者数が講習定員を超えた場合は、その時点で受付を終了する。 

７ 受講申込みの受付期間及び受付先 

 ⑴ 受付期間 
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講 習 申 請 受 付 期 間 

１号業務 
令和５年５月22日（月）から５月26日（金）までの午前９時か 

ら午後４時までの間 

２号業務 

３号業務 

４号業務 

令和５年５月22日（月）から５月30日（火）までの午前９時か 

ら午後４時までの間 

 ⑵ 受付先 

   富山県内の各警察署 

８ 提出書類 

 ⑴ 警備員指導教育責任者講習受講申込書（写真の貼付けが必要） １通 

 ⑵ 受講対象者に該当することを疎明する書面 各１通 

   なお、受講対象者に該当することを疎明する書面は次のとおりとする。 

  ア 前記５⑴ア 及び５⑴イに該当する者は、当該警備業務の区分に係る警備 

   業務に従事していたことを証明する警備業者等の作成に係る書面（以下「警 

   備業務従事証明書」という。）及び履歴書 

  イ 前記５⑴ア に該当する者は、１級検定に係る合格証明書の写し 

  ウ 前記５⑴ア に該当する者は、２級検定に係る合格証明書の写し及び２級 

   検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務に従事していることを証 

   明する警備業務従事証明書 

  エ 前記５⑴ア に該当する者は、当該警備業務の区分に係る旧１級検定の合 

   格証明書の写し 

  オ 前記５⑴ア に該当する者は、当該警備業務の区分に係る旧２級検定の合 

   格証明書の写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業 

   務に従事していることを証明する警備業務従事証明書 

  カ 前記５⑵アに該当する者は、当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法 

   第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条 

   に規定する講習修了証明書の写し及び前記アからオのいずれかの書類 

  キ 前記５⑵イに該当する者は、当該警備業務以外の警備業務の区分に係る法 

   第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条 
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   に規定する講習修了証明書の写し及び前記アの書類 

 ⑶ 受講手数料 

  ア １号業務                              
 

新規取得講習 47,000円 
富山県収入証紙により納付すること。 

追加取得講習 23,000円 

  イ ２号業務 
 

新規取得講習 38,000円 
富山県収入証紙により納付すること。 

追加取得講習 14,000円 

  ウ ３号業務                              
 

新規取得講習 38,000円 
富山県収入証紙により納付すること。 

追加取得講習 14,000円 

  エ ４号業務 
 

新規取得講習 34,000円 
富山県収入証紙により納付すること。 

追加取得講習 10,000円 

  オ 受講申込み後の受講の取りやめによる手数料の返還、受講者の変更等は認 

   めない。 

９ その他 

 ⑴ 本講習は、一般社団法人富山県警備業協会に委託して実施する。 

 ⑵ 講習には、筆記用具及び講習教本を持参すること。 

 ⑶ せき、発熱等の症状がある場合は、受講を控えること。 

 ⑷ 気象、感染症等に係る状況により、講習を中止する場合がある。 

10 問合せ先 

  富山県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係 

  （電話076-441-2211・内線3045） 

 

 

機械警備業務管理者講習の実施について 

 警備業法（昭和47年法律第 117号。以下「法」という。）第42条第２項第１号に 

規定する機械警備業務管理者講習（以下「講習」という。）を次のとおり実施する 
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ので、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則 

（昭和58年国家公安委員会規則第２号）第13条で準用する同規則第２条の規定によ 

り公示する。 

  令和５年４月12日 

                    富山県公安委員会委員長 林 和夫  

１ 講習実施日 

  令和５年７月４日（火）から６日（木）までの３日間 

２ 実施時間 

  午前８時30分から午後４時50分まで 

３ 実施場所 

  富山県富山市問屋町１丁目３－18 

  協同組合富山問屋センター富山流通会館 

４ 講習定員 

  10人 

５ 事前受付の要領 

  受講申込みに先立って、事前受付を必ず行うこと。 

  なお、事前受付は電話受付のみとし、先着順により確定する。 

 ⑴ 期間 

   令和５年５月29日（月）から６月16日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く｡) 

  の午前８時30分から午後５時15分までの間 

 ⑵ 受付先 

   富山県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係 

   （電話076-441-2211・内線3045） 

 ⑶ 受講者の決定 

  ア 受講希望者数が講習定員に満たない場合は、その全員を受講者とする。 

  イ 受講希望者数が講習定員を超えた場合は、その時点で受付を終了する。 

６ 受講申込みの受付期間 

  令和５年６月19日（月）から６月23日（金）までの午前９時から午後４時まで 

 の間 

７ 受付場所 
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  富山県内の各警察署 

８ 提出書類 

  機械警備業務管理者講習受講申込書（写真の貼付けが必要） 

９ 受講手数料 

  39,000円（受講申込時、富山県収入証紙により納付すること。） 

  受講申込み後の受講の取りやめによる手数料の返還、受講者の変更等は認めな 

 い。 

10 その他 

 ⑴ 当日は、各自筆記用具及び講習教本を持参すること。 

 ⑵ 本講習は、一般社団法人富山県警備業協会に委託して実施する。 

 ⑶ せき、発熱等の症状がある場合は、受講を控えること。 

 ⑷ 気象、感染症等に係る状況により、講習を中止する場合がある。 

11 問合せ先 

  富山県警察本部生活安全部生活安全企画課警備業係 

  （電話076-441-2211・内線3045） 
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